
産業財産権出願通知書等提出における
よくある間違い集
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• 産業財産権出願通知書に添付資料がない。
（解説）記載事項の確認が全くできません。

• 出願番号通知が添付されていない。
（解説）願書だけでは出願番号の確認ができません。

• 特許協力条約に基づく出願（以下「PCT出願」）を国内移行した場合の出願日に国内移行日が入力されている。
（解説）PCT出願の出願日は国内移行しても変わりません。

• 出願人の欄に、発明者が入力されている。
（解説）発明者と出願人は同じ場合もありますが、職務発明規程があれば、発明者の属する法人が出願人になるは
ずです。

• PCT出願を国内移行したのに、優先権の基礎出願の欄に、PCT出願の出願番号と出願日が記載されている。
（解説）PCT出願の国内移行と優先権主張を伴う出願は異なります。国内移行した場合は、当該国の出願番号が付
与されます。別途、優先権主張の基礎となる出願があれば、適正な欄に記載することが必要です。

産業財産権出願通知書における よくある間違い（１）
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• PCT出願であるにもかかわらず、出願国が日本国になっている。
（解説）出願国の初期設定が日本国になっていますので、必要に応じて修正する必要があります。

• 外国出願又はPCT出願で、基礎出願が日本の出願なのに、優先権主張の欄で「先の出願に基づく優先権主張」を
選択している。

（解説）日本出願が関係する優先権主張には二種類あります。特許法に基づく優先権主張とパリ条約に基づく優先
権主張です。日本出願を基礎にして日本出願を行う場合のみ特許法に基づく優先権主張となり、PMS上では「先の
出願に基づく優先権主張」が選択できます。一方で、PCT出願の願書に「優先権主張及び優先権書類」という欄が
あり、その中で「以下の先の出願に基づく優先権を主張する」とありますが、この「先の出願に基づく優先権」と
はパリ条約上の優先権主張のことを示しております（ PCT出願とは、特許協力条約に基づく出願で、この願書様式
も特許協力条約に基づく規則によるものです。）。PMS上での選択肢「先の出願に基づく優先権主張」は特許法に
基づく優先権主張を示しており、パリ条約に基づく優先権主張を示しているものではありません。
ちなみに、日本への出願を基礎出願としてPCT出願をする際に、指定国として日本も含めた全指定国とした場合、

PCT出願を日本に国内移行しなくても、日本に出願したとみなされますので、基礎出願とした日本への出願は、
「その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時[現在では一年四月]に取り下げたもの」とみなされます。

産業財産権出願通知書における よくある間違い（２）
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• 産業財産権等出願後状況通知書に添付資料がない。
（解説）記載事項の確認が全くできません。

• 外国にて特許となったのに、添付資料がPCT出願のものとなっている。
（解説）PCT出願を国内移行して当該指定国にて特許となった場合には、指定国での特許となったことが確認でき
る書類（特許証、登録通知、特許公報等）を添付することが必要です。

• 権利者名が出願人ではなく、発明者になっている。
（解説）産業財産権出願通知書の時点で間違っている可能性があります。その場合には、出願通知書の受領取消を
NEDOに依頼し、取り消された後、産業財産権出願通知書を修正して、産業財産権等出願後状況通知書でエビデンス
どおりに入力することが必要となります。

• 登録国が、欧州特許庁（EP）となっている。
（解説）欧州特許庁への出願の場合、欧州特許庁にて特許査定がなされた後、EPC加盟国のどこの国にて権利を有
効としたいのかという手続を行うことになります。権利を有効としたい国の産業財産権出願通知書と産業財産権等
出願後状況通知書を提出が必要です。

産業財産権等出願後状況通知書における よくある間違い
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• 知的財産権移転通知書に添付資料がない。
（解説）記載事項の確認が全くできません。

• 知的財産権移転通知書の添付資料が「出願人名義変更届（一般承継）」なのに、知的財産権等移転等届出書の提
出がない。

（解説）合併等で名称が変わる場合には、特許庁へ手続を行う前に、事前にNEDOに対して知的財産権等移転等届出
書を提出する必要があります。商号変更については備考欄に入力するのみでよいです。

• 知的財産権移転通知書に移転に直接関わる移転元と移転先の出願人又は権利者のみの入力があって、共有者の入
力がない。

（解説） PMSの仕様上、移転とは直接関係のない共有者の入力がないとPMS上から共有者の情報がなくなってしま
い、実際の出願情報又は登録情報と異なってしまいます。知的財産権移転通知書には移転元と移転先のそれぞれの
すべての出願人又は権利者を入力する必要があります。

• 知的財産権移転通知書で商号変更等の手続をする。
（解説）NEDOへの手続に単なる商号変更等の手続はありません。

知的財産権移転通知書における よくある間違い
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• の「承認を受ける理由」に移転の理由が記載されている。
（解説）該当する「注意事項」をよく読んで、移転先が効率的に当該知的財産権を効率的に活用することや移
転することで国内企業の国際競争力の維持に対する不利益が生じないことなどを記載することが必要です。

• の「承認を受ける理由」に専用実施権の設定の理由が記載されている。
（解説）該当する「記載要領」をよく読んで、設定先又は移転先が効率的に当該知的財産権を効率的に活用す
ることや設定又は移転することで国内企業の国際競争力の維持に対する不利益が生じないことなどを記載する
ことが必要です。

• の「移転等事由」に移転する理由が記載されている。
（解説）該当する「注意事項」をよく読んで、移転先が効率的に当該知的財産権を効率的に活用することや移
転することで国内企業の国際競争力の維持に対する不利益が生じないことなどを記載することが必要がです。

知的財産権移転承認申請書、専用実施権等設定承認申請書又は
知的財産権移転等届出書における よくある間違い
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